
青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会 

第１７回競技運営専門委員会 結果概要 

 

１ 日 時 

  令和７年１１月１０日（月）１４：００～１５：００ 

 

２ 場 所 

  青森県庁西棟８階８８９会議室 

 

３ 出欠状況 

  出席者 １２名 

  欠席者  ３名 

  

４ 議事概要 

（１）報告事項  

①青の煌めきあおもり国スポ・障スポ準備経過 

②青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会決定事項 

③青の煌めきあおもり国スポリハーサル大会競技会場の変更 

④青の煌めきあおもり国スポ軟式野球競技日程の変更 

⑤青の煌めきあおもり国スポ競技会会期の変更 

⑥青の煌めきあおもり国スポ練習会場の変更 

⑦青の煌めきあおもり国スポ第３回競技運営担当者会議の開催 

⑧青の煌めきあおもり国スポ競技役員等最終編成 

 

（質疑） 

① 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ準備経過 

 【津田委員】 

  「昭和１００年記念」の冠称の制定について、今後具体的な動きや冠称を使用するこ

とで新たな経費等が発生するのか。 

【事務局】 

 県実行委員会では、内閣官房を通してスポーツ庁から冠称の使用について依頼があり、

今後作成するものから順次使用していく予定である。このことによる新たな経費につい

ては発生しない予定である。 

 

③青の煌めきあおもり国スポリハーサル大会競技会場の変更 

【越善委員】 

 本大会の会場も変更となるのか。 

 



【事務局】 

 リハーサル大会では、当初予定していた十和田市高森山球技場が今夏の高温による影

響で、天然芝の養生が間に合わず会場が変更となったが、本大会は予定通り十和田市高

森山球技場での開催する予定である。 

 

⑤青の煌めきあおもり国スポ競技会会期の変更 

【越善委員】 

 デモンストレーションスポーツドッジボールの会場はどこになるのか。 

【事務局】 

 会場は青森市浪岡体育館である。 

 

⑧青の煌めきあおもり国スポ競技役員等最終編成 

【小関委員】 

 報告事項８－２青の煌めきあおもり国スポ競技補助員最終編成について、中学校への

派遣依頼等は競技団体から提出されるのか。また各学校の生徒は前もってわかっている

のか。 

【事務局】 

 今回の調査については、県実行委員会で競技団体に必要数の調査を行ったあとに中学

校は会場地の教育委員会を通して、各学校へ補助員の調査を行い、精査した結果である。  

今後は、会場地市町村から各中学校へ依頼することになっている。 

【津田委員】 

 高校の補助員派遣に関しては、どのような流れになっているのか。 

【事務局】 

 高校に関しても各学校へ競技団体からの必要数を伝え、補助員の調査を行い、精査し

た結果となっている。次年度の新入生の数により微調整は出てくると思うが、最終的に

は、会場地市町村からの依頼となる。 

【津田委員】 

 人数が最終決定でないのであれば、補助員最終編成（案）になるのではないか。 

【事務局】 

 県実行委員会の調査としては最終となり、今後調査予定はないので最終編成として報

告している。 

 

 

（２）審議事項 

① 第８０回国民スポーツ大会中央競技役員数及び同所要経費基準（案） 

② 青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会（スポーツクライミング）（案） 

 

 



 質疑 

① 第８０回国民スポーツ大会中央競技役員数及び同所要経費基準（案） 

【金子委員】 

  中央競技役員については、県実行委員会で旅費を支払うとの説明であったが、競技役

員が所属団体からも旅費を受取る二重取りの恐れはないか。東京五輪後も問題になって

いたため、資料の中に「他所から支弁がある場合は支給しない。」という規定を一文加

えた方が金銭面でクリーンな印象を与えるのではないか。 

【事務局】 

  中央競技役員の旅費については、日本スポーツ協会の開催基準要項の中に開催県が負

担すると明文化されている。旅費の支払いについては、開催県から中央競技団体へ委託

し、支払う流れとなっているため、二重取りの恐れはないと考えている。 

【越善委員】 

本大会の宿泊費はすべて出るのか。リハーサル大会では、中央競技役員の宿泊代が会

場地である青森市からの宿泊代の支給では足りず、県競技団体の持ち出しがあったため

確認したい。 

 【事務局】 

   資料に記載されているように中央競技役員については、青の煌めきあおもり国スポ宿

泊要項に定める料金を宿泊日数に応じて、県実行委員会で負担することになっているた

め、リハーサル大会のように県競技団体が負担するということはない。 

 

 ※審議事項 原案どおり可決 


